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(57)【要約】
【課題】商品券の情報の入力作業における作業性を向上
させるとともに商品券の種類の選択ミスが生じることを
防止することができる商品券データ処理機および商品券
データ処理方法を提供する。
【解決手段】商品券データ処理機（例えば、流通統合タ
ーミナル１２０）は、商品券に付与される識別符号を入
力するための入力手段（例えば、操作部１２６）と、商
品券に付与される識別符号の少なくとも一部と、商品券
の種類とを紐付けて記憶する記憶部１２８と、入力手段
により入力された商品券の識別符号と、記憶部１２８に
記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関す
る情報を検索する検索手段（例えば、制御部１２２）と
、検索手段による検索結果を出力する出力手段（例えば
、制御部１２２）とを備えている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品券に付与される識別符号を入力するための入力手段と、
　商品券に付与される識別符号の少なくとも一部と、商品券の種類とを紐付けて記憶する
記憶部と、
　前記入力手段により入力された商品券の識別符号と、前記記憶部に記憶されている情報
とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する検索手段と、
　前記検索手段による検索結果を出力する出力手段と、
　を備えた、商品券データ処理機。
【請求項２】
　前記出力手段により出力された検索結果を表示する表示部を更に備えた、請求項１記載
の商品券データ処理機。
【請求項３】
　前記検索手段は、前記入力手段により入力された商品券の複数桁の識別符号のうち商品
券の種類の特定に用いられる１または複数の桁の識別符号を抽出し、抽出された桁の識別
符号を用いて商品券の種類に関する情報を検索するようになっている、請求項１または２
記載の商品券データ処理機。
【請求項４】
　前記検索手段による検索結果が複数存在する場合には、前記出力手段は全ての検索結果
を一度にまたは交互に出力し、
　前記出力手段により出力された複数の検索結果のうちある一つの検索結果を選択可能と
なっている、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の商品券データ処理機。
【請求項５】
　商品券の識別を行う識別部による商品券の識別結果を受け付ける識別結果受付手段を更
に備え、
　一の取引において、前記検索手段による検索結果が複数存在する場合において前記出力
手段が全ての検索結果を出力する際に、前記識別結果受付手段により受け付けられた商品
券の識別結果に係る商品券の種類が検索結果に含まれるときにはこの商品券の種類を優先
して出力する、請求項４記載の商品券データ処理機。
【請求項６】
　前記出力手段は、前記検索手段による検索結果を出力する際に、この検索結果に係る商
品券の種類に対応する商品券の画像に係る情報も出力する、請求項１乃至５のいずれか一
項に記載の商品券データ処理機。
【請求項７】
　前記商品券データ処理機は、商品券の識別を行う識別部および前記識別部により識別さ
れた商品券を収納する収納部を有する商品券入金機または商品券入出金機である、請求項
１記載の商品券データ処理機。
【請求項８】
　前記商品券データ処理機は、前記出力手段により出力された検索結果を表示する表示部
、前記入力手段として機能する操作部、ならびに前記検索手段および前記出力手段として
機能する制御部を有するコンピュータである、請求項１記載の商品券データ処理機。
【請求項９】
　商品券に付与される識別符号の少なくとも一部と、商品券の種類とを紐付けて記憶部に
予め記憶する工程と、
　入力された商品券の識別符号を受け付ける工程と、
　受け付けた商品券の識別符号と、前記記憶部に記憶されている情報とに基づいて、商品
券の種類に関する情報を検索する工程と、
　検索結果を出力する出力手段と、
　を備えた、商品券データ処理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品券のデータの処理を行うための商品券データ処理機、およびこのような
商品券データ処理機による商品券データ処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケットやショッピングモール等の商業施設の店舗において、顧客の立ち入
りが禁止されたバックヤード領域（例えば、入金室）に、特許文献１等に開示されるよう
な商品券入金機が設置される場合がある。また、店舗における顧客が立ち入ることができ
るフロント領域には様々な商品が陳列された商品棚が設置されているとともに、このフロ
ント領域の精算所にはレジ釣銭機が設置されており、店員が顧客から受け取った商品の代
金としての貨幣はレジ釣銭機に入金されるようになっている。また、店員が顧客から貨幣
の代わりに商品券を受け取った場合には、当該店員は商品券の金額等の情報をＰＯＳレジ
スタに入力し、商品券の現物をドロア（引き出し）等に収納する。
【０００３】
　そして、店舗の営業時間が終了すると、レジ釣銭機に入金された貨幣はこのレジ釣銭機
から取り出されてバックヤード領域に運搬され、貨幣入金機に入金されるようになる。ま
た、店員はドロア等から商品券を取り出してバックヤード領域に持ち込み、商品券入金機
に投入する。この際に、商品券入金機に設けられた識別部により正常に識別された商品券
は、当該商品券入金機における所定の収納部に収納されるようになるが、汚れや破れが原
因で識別部により正常に識別されなかった商品券は商品券入金機の機体外に排出される。
その場合、バックヤード領域に持ち込まれた全ての商品券を管理可能とする為に、操作者
はこの排出された商品券の情報を、コンピュータ等の操作端末を使って入力する必要があ
る。
【０００４】
　より詳細には、操作者はまず商品券の種類（具体的には、商品券の発行元や金額等の組
合せ）を目視にて確認し、操作端末のモニタに表示される商品券の様々な種類のリストの
中から適切な商品券の種類を選択する。そして、操作端末において商品券の種類を選択し
た後、当該操作者は商品券の券番号をテンキー等により手入力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－０４４６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述したようなコンピュータ等の操作端末への商品券の券番号の入力方
法では、操作端末のモニタに表示される商品券の様々な種類のリストとして数百種類もの
商品券が登録されていることがあるため、その中から適切な商品券の種類を選択するのは
面倒であるとともに選択ミスが生じるおそれがあった。また、操作者が誤った商品券を選
択してしまうと、操作端末に入力された商品券の情報と商品券の現物とが一致しなくなっ
てしまい、商品券の確認作業や入力された情報の修正作業が必要となるため時間がかかる
という問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、商品券の情報の入力作業にお
ける作業性を向上させるとともに商品券の種類の選択ミスが生じることを防止することが
できる商品券データ処理機および商品券データ処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の商品券データ処理機は、商品券に付与される識別符号を入力するための入力手
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段と、商品券に付与される識別符号の少なくとも一部と、商品券の種類とを紐付けて記憶
する記憶部と、前記入力手段により入力された商品券の識別符号と、前記記憶部に記憶さ
れている情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する検索手段と、前記検索
手段による検索結果を出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　このような商品券データ処理機によれば、操作者により入力された商品券の識別符号（
例えば、券番号）と、記憶部に記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関する
情報を検索し、検索結果を出力することにより、商品券の情報の入力作業における作業性
を向上させるとともに商品券の種類の選択ミスが生じることを防止することができる。
【００１０】
　本発明の商品券データ処理機は、前記出力手段により出力された検索結果を表示する表
示部を更に備えていてもよい。
【００１１】
　本発明の商品券データ処理機においては、前記検索手段は、前記入力手段により入力さ
れた商品券の複数桁の識別符号のうち商品券の種類の特定に用いられる１または複数の桁
の識別符号を抽出し、抽出された桁の識別符号を用いて商品券の種類に関する情報を検索
するようになっていてもよい。
【００１２】
　本発明の商品券データ処理機においては、前記検索手段による検索結果が複数存在する
場合には、前記出力手段は全ての検索結果を一度にまたは交互に出力し、前記出力手段に
より出力された複数の検索結果のうちある一つの検索結果を選択可能となっていてもよい
。
【００１３】
　この場合、本発明の商品券データ処理機は、商品券の識別を行う識別部による商品券の
識別結果を受け付ける識別結果受付手段を更に備え、一の取引において、前記検索手段に
よる検索結果が複数存在する場合において前記出力手段が全ての検索結果を出力する際に
、前記識別結果受付手段により受け付けられた商品券の識別結果に係る商品券の種類が検
索結果に含まれるときにはこの商品券の種類を優先して出力するようになっていてもよい
。
【００１４】
　本発明の商品券データ処理機においては、前記出力手段は、前記検索手段による検索結
果を出力する際に、この検索結果に係る商品券の種類に対応する商品券の画像に係る情報
も出力するようになっていてもよい。
【００１５】
　本発明では、前記商品券データ処理機は、商品券の識別を行う識別部および前記識別部
により識別された商品券を収納する収納部を有する商品券入金機または商品券入出金機で
あってもよい。
【００１６】
　あるいは、前記商品券データ処理機は、前記出力手段により出力された検索結果を表示
する表示部、前記入力手段として機能する操作部、ならびに前記検索手段および前記出力
手段として機能する制御部を有するコンピュータであってもよい。
【００１７】
　本発明の商品券データ処理方法は、商品券に付与される識別符号の少なくとも一部と、
商品券の種類とを紐付けて記憶部に予め記憶する工程と、入力された商品券の識別符号を
受け付ける工程と、受け付けた商品券の識別符号と、前記記憶部に記憶されている情報と
に基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する工程と、検索結果を出力する出力手段
と、を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　このような商品券データ処理方法によれば、操作者により入力された商品券の識別符号
（例えば、券番号）と、記憶部に記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関す
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る情報を検索し、検索結果を出力することにより、商品券の情報の入力作業における作業
性を向上させるとともに商品券の種類の選択ミスが生じることを防止することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の商品券データ処理機および商品券データ処理方法によれば、商品券の情報の入
力作業における作業性を向上させるとともに商品券の種類の選択ミスが生じることを防止
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態による有価媒体処理装置や流通統合ターミナルが商業施設の
入金室や出納室に設置されたときの構成を概略的に示す構成図である。
【図２】図１に示す有価媒体処理装置や流通統合ターミナルの通信接続関係を概略的に示
すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態における有価媒体処理装置の外観を示す斜視図である。
【図４】図３に示す有価媒体処理装置の内部構成を模式的に示す構成図である。
【図５】本発明の実施の形態における有価媒体処理装置および流通統合ターミナルの制御
系の構成を示す機能ブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態における有価媒体処理装置による紙葉類の入金処理方法を示
すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態による流通統合ターミナルにおいて商品券の情報を入力する
際に表示部に表示される画面の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態による流通統合ターミナルにおいて商品券の情報を入力する
際に表示部に表示される画面の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図８は、本実施
の形態による有価媒体処理装置や流通統合ターミナルを示す図である。このうち、図１は
、本実施の形態による有価媒体処理装置や流通統合ターミナルが商業施設の入金室や出納
室に設置されたときの構成を概略的に示す構成図であり、図２は、図１に示す有価媒体処
理装置や流通統合ターミナルの通信接続関係を概略的に示すブロック図である。また、図
３は、本実施の形態における有価媒体処理装置の外観を示す斜視図であり、図４は、図３
に示す有価媒体処理装置の内部構成を模式的に示す構成図である。また、図５は、本実施
の形態における有価媒体処理装置および流通統合ターミナルの制御系の構成を示す機能ブ
ロック図であり、図６は、本実施の形態における有価媒体処理装置による紙葉類の入金処
理方法を示すフローチャートである。また、図７および図８は、それぞれ、本実施の形態
による流通統合ターミナルにおいて商品券の情報を入力する際に表示部に表示される画面
の様々な例を示す図である。なお、本実施の形態による有価媒体処理装置は、紙幣、硬貨
、商品券等の有価媒体の入金処理や計数処理を行うものであり、このような有価媒体処理
装置はスーパーマーケットやショッピングモール等の商業施設における入金室に設置され
るようになっている。また、本実施の形態による流通統合ターミナルは、例えばデスクト
ップ型のコンピュータ等からなり、このような流通統合ターミナルは商業施設における出
納室に設置されるようになっている。
【００２２】
　まず、本実施の形態による有価媒体処理装置１や流通統合ターミナル１２０が設置され
るスーパーマーケットやショッピングモール等の商業施設１００の構成について図１を用
いて説明する。商業施設１００の店舗において、顧客が立ち入ることができる売場領域１
０１（フロント領域）には、様々な商品が陳列される商品棚１０２や、商品の精算時に店
員が顧客から商品の代金としての貨幣や商品券を受け取るためのレジカウンター１０４が
設置されている。また、各々のレジカウンター１０４には、店員が顧客から受け取った商
品の代金としての貨幣の入金処理および釣銭としての貨幣の出金処理を行うことができる
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貨幣釣銭機１０６や、貨幣釣銭機１０６に通信可能に接続され、顧客が購入した商品に係
る情報や貨幣釣銭機１０６に収納されている貨幣に係る情報等の管理を行うＰＯＳレジス
タ（図示せず）が設けられている。顧客がこのようなレジカウンター１０４で精算処理を
行う際に、店員は、顧客から受け取った商品の代金としての貨幣を貨幣釣銭機１０６に入
金したり、釣銭としての貨幣を貨幣釣銭機１０６から出金して顧客に返却したりするよう
になっている。また、このような店舗における顧客の立ち入りが禁止されたバックヤード
領域（具体的には、例えば入金室１１０）には、貨幣釣銭機１０６から回収された売上金
としての貨幣を入金する売上入金機が設置されている。また、このような商業施設１００
において、売場領域１０１以外にテナント１５０が設置されている場合には、営業時間が
終了した後に、テナント１５０から回収された貨幣も入金室１１０に設けられた売上入金
機に入金されるようになる。売上入金機に入金された売上金としての貨幣は、警送会社の
収集担当者により回収されて当該警送会社の管理センターに運搬されるようになっている
。本実施の形態では、このような売上入金機として、紙幣および硬貨に加えて商品券等を
含む有価媒体の処理を一つの装置で行うような有価媒体処理装置１が用いられるようにな
っている。
【００２３】
　また、図１に示すように、商業施設１００の店舗における顧客の立ち入りが禁止された
バックヤード領域には出納室１１２が設けられており、このような出納室１１２には、デ
スクトップ型のコンピュータ等からなる流通統合ターミナル１２０が設けられている。こ
こで、図２に示すように、入金室１１０に設けられた有価媒体処理装置１および出納室１
１２に設けられた流通統合ターミナル１２０はＬＡＮ１４２により互いに通信可能に接続
されている。また、商業施設１００の有価媒体処理装置１や流通統合ターミナル１２０の
管理を行う上位サーバ１４０が商業施設１００の本部に設けられており、インターネット
回線等を介して当該上位サーバ１４０は有価媒体処理装置１や流通統合ターミナル１２０
と通信可能に接続されている。
【００２４】
　本実施の形態による有価媒体処理装置１において、後述する識別部２０により正常に識
別された紙幣や商品券は、当該有価媒体処理装置１の紙葉類収納部５３、５４（後述）に
収納されるようになるが、汚れや破れが原因で識別部２０により正常に識別されなかった
紙幣や商品券は、リジェクト部として機能する第１の集積部４１（後述）からリジェクト
券として有価媒体処理装置１の筐体２の外部に排出される。その場合、有価媒体処理装置
１で入金処理を行った入金担当者とは別の担当者が、有価媒体処理装置１から排出された
紙幣や商品券を入金室１１０から出納室１１２に運搬する。そして、出納室１１２の係員
は、入金室１１０から出納室１１２に運搬された紙幣や商品券の情報を、流通統合ターミ
ナル１２０を使って入力する。ここで、有価媒体処理装置１に入金された紙幣は警送会社
の収集担当者によって当該有価媒体処理装置１の筐体２内から紙葉類収納部５３、５４ご
と回収され、当該警送会社の管理センターに運搬される。また、入金室１１０から出納室
１１２に運搬されてその情報が流通統合ターミナル１２０で入力された紙幣も警送会社の
収集担当者によって回収され、当該警送会社の管理センターに運搬される。一方、有価媒
体処理装置１に入金された商品券や、入金室１１０から出納室１１２に運搬されてその情
報が流通統合ターミナル１２０で入力された商品券は、出納室１１２に設けられた段ボー
ル箱等に収納されて数ヶ月間保管され、その後、商品券は段ボール箱ごと廃棄される。ま
た、有価媒体処理装置１の識別部２０による紙幣や商品券の識別結果に係る情報は流通統
合ターミナル１２０に送信されるようになっており、当該流通統合ターミナル１２０にお
いて紙幣や商品券の情報の管理が行われるようになっている。また、流通統合ターミナル
１２０により管理される紙幣や商品券の情報は上位サーバ１４０に送信されるようになっ
ている。また、上位サーバ１４０は商品券の発行元と通信可能に接続されており、有価媒
体処理装置１に入金された商品券や、流通統合ターミナル１２０を使ってその情報が入力
された商品券の金額が商品券の発行元等により、銀行等の金融機関における店舗の口座に
入金されるようになる。
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【００２５】
　次に、本有価媒体処理装置１の構成の概略について図３乃至図５を用いて説明する。図
３および図４に示すように、本実施の形態による有価媒体処理装置１は略直方体形状の筐
体２を有しており、この筐体２内には、紙幣や商品券等の紙葉類の処理を行う紙葉類処理
ユニットおよび硬貨の処理を行う硬貨処理ユニットがそれぞれ設けられている。また、有
価媒体処理装置１の前面下部には下部扉４が設けられており、この下部扉４を開くことに
より、筐体２内に収容された紙葉類収納部５３、５４（後述）や硬貨収納部９３、９４（
後述）を筐体２の外部に引き出すことができるようになっている。
【００２６】
　図３および図４に示すように、本実施の形態による有価媒体処理装置１は、紙葉類処理
ユニットとして、紙幣や商品券を含む紙葉類が投入される投入部１０と、投入された紙葉
類の各々の真偽および金種や券種を識別する識別部２０と、識別された紙葉類を搬送しな
がら４種別に分類する搬送分類機構３０と、分類された紙葉類が一時的に集積される４つ
の集積部４１～４４と、４つの集積部４１～４４の一部である２つの集積部４３、４４に
それぞれ対応して設けられた２つの紙葉類収納部５３、５４とを備えている。
【００２７】
　投入部１０は、紙葉類ホッパとして構成されており、投入された紙葉類（紙幣／商品券
）を受け入れて１枚ずつ繰出するようになっている。また、投入部１０には、当該投入部
１０に残留する紙葉類を検知するための残留検知センサ（図示せず）が設けられている。
【００２８】
　識別部２０は、イメージセンサや磁気センサを有しており、紙幣／商品券の区別の他、
各紙幣の真偽および金種や、各商品券の種別等を識別するようになっている。商品券の種
別の識別とは、当該店舗（およびそのチェーン店舗）で発行された商品券／他社で発行さ
れた商品券の区別や、当該店舗において処分可能な商品券／他の管理センターへの回収が
必要な商品券の区別や、使用期限内の有効な商品券／使用期限切れの無効な商品券の区別
等である。そして、有効な商品券については金額を特定することができる。
【００２９】
　搬送分類機構３０は、紙葉類を搬送する搬送ベルト機構３５と、搬送路を切り換えるた
めの３つの切換機構３１～３３と、これらの搬送ベルト機構３５や３つの切換機構３１～
３３を制御する紙葉類制御部３６とを有している。そして、紙葉類制御部３６が識別部２
０による識別結果に基づいて３つの切換機構３１～３３を制御することによって、識別さ
れた紙葉類をそれぞれ対応する４つの集積部４１～４４に分類して搬送するようになって
いる。
【００３０】
　第１の集積部４１は、リジェクト部として構成されており、リジェクト対象の紙葉類が
集積されるようになっている。第１の集積部４１（リジェクト部）は、常時外部に開放さ
れており、常時外部からリジェクト対象の紙葉類を取り出し可能となっている。
【００３１】
　第２の集積部４２は、スタッカ部として構成されており、１００枚程度までの紙葉類が
集積されるようになっている。第２の集積部４２（スタッカ部）には、開閉可能なシャッ
タ４２ｓが設けられており、シャッタ４２ｓの開放時に外部から紙葉類を取り出し可能と
なっている。より詳細には、シャッタ４２ｓは電磁ロック部（図示せず）によりロックさ
れており、当該電磁ロック部によるロックが解除されたときに操作者はシャッタ４２ｓを
開くことができるようになっている。もっとも、シャッタ４２ｓの設置を省略することも
可能である。その場合は、第１の集積部４１（リジェクト部）と同様に、常時外部からア
クセス可能（紙葉類を取り出し可能）となる。
【００３２】
　第３の集積部４３および第４の集積部４４は、それぞれ入金一時保留部として構成され
ており、１００枚程度の紙葉類が集積されるようになっている。そして、有価媒体処理装
置１の操作者による承認の後には、入金一時保留部としての各集積部４３、４４の底面が
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開放されるようになっており、これらの集積部４３、４４に一時保留されていた紙葉類が
対応する紙葉類収納部５３、５４に送り込まれるようになっている。また、有価媒体処理
装置１の操作者によって非承認とされた後には、各集積部４３、４４に一時保留されてい
た紙葉類を有価媒体処理装置１の前方から取り出し可能となっている。より詳細には、図
３に示すように、第３の集積部４３の前面には返却扉６が設けられており、当該返却扉６
を開くことにより第３の集積部４３から紙葉類を筐体２の外部に取り出すことができるよ
うになる。ここで、返却扉６は電磁ロック部（図示せず）によりロックされており、当該
電磁ロック部によるロックが解除されたときに操作者は返却扉６を開いて第３の集積部４
３から紙葉類を筐体２の外部に取り出すことができるようになる。また、図３および図４
に示すように、第１の集積部４１、第２の集積部４２および第３の集積部４３は、筐体２
から横方向に回動可能な回動部８に設けられており、当該回動部８を筐体２から横方向に
回動させてこの回動部８を第４の集積部４４の前方から退避させることによりこの第４の
集積部４４から紙葉類を筐体２の外部に取り出すことができるようになる。ここで、回動
部８は電磁ロック部（図示せず）によりロックされており、当該電磁ロック部によるロッ
クが解除されたときに操作者は回動部８を筐体２から横方向に回動させて第４の集積部４
４から紙葉類を筐体２の外部に取り出すことができるようになる。
【００３３】
　また、各集積部４１～４４には、それぞれ、これらの集積部４１～４４に紙葉類が集積
されているときに当該紙葉類を検知するための残留検知センサ（図示せず）が設けられて
いる。
【００３４】
　２つの紙葉類収納部５３、５４は、２つの集積部４３、４４に対応して設けられており
、紙葉類を収納可能なカセットから構成されている。各カセットは、収納された紙葉類の
回収条件（例えば、回収作業者の権限等）を個別に設定可能となっており、設定された回
収条件が満たされた場合にのみ有価媒体処理装置１の筐体２の外部からアクセス可能（す
なわち、紙葉類を取り出し可能）となっている。
【００３５】
　例えば、２つの紙葉類収納部５３、５４の少なくとも一つに対して設定される回収条件
は、有価媒体処理装置１が設置される店舗（の操作者）が紙葉類の回収を許可されている
という条件とされ、２つの紙葉類収納部５３、５４の少なくとも他の一つに対して設定さ
れる回収条件は、紙葉類の回収業務を委託される警送会社が紙葉類の回収を許可されてい
るという条件とされ得る。このように回収条件が設定されることにより、店舗自身による
回収作業と、警送会社による回収作業とを、それぞれ個別に設定して管理することが可能
である。
【００３６】
　本実施の形態による有価媒体処理装置１では、各紙葉類収納部５３、５４への有価媒体
処理装置１の筐体２の外側からのアクセスを制限する構成として、図４および図５に示す
ように、公知のロック機構６３、６４、９７と、これらのロック機構６３、６４、９７を
制御するロック制御部６５とが用いられるようになっている。ロック制御部６５には、タ
ーミナル７０に内蔵された全体制御部７３を介してＩＣカードリーダ７１が接続されてお
り、店舗所属の操作者が保有するＩＣカードをＩＣカードリーダ７１が読み取ったときに
、店舗が紙葉類の回収を許可されていると判断し、そのような回収条件が設定されている
紙葉類収納部５３、５４に対するアクセスが解放される。具体的には、ロック機構９７に
よるロックが解除されることにより下部ユニットが引き出し可能となり、さらにロック機
構６３、６４によるロックが解除されることにより、紙葉類収納部５３、５４が筐体２の
外部へ取出し可能となる。一方、警送会社の収集担当者が保有するＩＣカードをＩＣカー
ドリーダ７１が読み取ったときに、当該警送会社が紙葉類の回収を許可されていると判断
し、そのような回収条件が設定されている紙葉類収納部５３、５４に対するアクセスが解
放される。具体的には、ロック機構９７によるロックが解除されることにより下部ユニッ
トが引き出し可能となり、さらにロック機構６３、６４によるロックが解除されることに
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より、紙葉類収納部５３、５４が筐体２の外部へ取出し可能となる。そして、ロック機構
６３、６４によるロックが解除された状態で下部扉４を開くことにより、店舗所属の操作
者あるいは警送会社の収集担当者は、回収権限が設定された紙葉類収納部５３、５４を筐
体２の外部に取り出すことができるようになる。
【００３７】
　ターミナル７０には、全体制御部７３およびＩＣカードリーダ７１に加えて、タッチパ
ネル等で構成された操作表示部７２が設けられている。操作表示部７２は、操作ガイダン
スや入金処理時の取引データ等を表示するとともに、操作者の指示入力を受け付けるよう
になっている。
【００３８】
　また、本実施の形態による有価媒体処理装置１の搬送分類機構３０において、紙葉類の
搬送方向における識別部２０の下流側には、商品券を無効化するための消し込みの印刷処
理を行う印刷部７５が設けられている。印刷部７５は例えばインクジェットプリンタから
構成されており、様々な印刷パターンにより商品券に対して消し込みの印刷処理を行うこ
とができるようになっている。印刷部７５は、有価媒体処理装置１の操作面に近接する位
置に配置されており、筐体２のカバー（図示せず）を開放することにより、インクカート
リッジの交換を容易に行うことができる。
【００３９】
　また、本実施の形態による有価媒体処理装置１は、硬貨処理ユニットとして、硬貨が投
入される硬貨投入部８０と、投入された硬貨の各々を識別する硬貨識別部８２と、識別さ
れた硬貨を搬送しながら３種別に分類する硬貨搬送分類機構８４と、分類された硬貨が一
時的に集積される３つの硬貨集積部８６、８８、９０と、３つの硬貨集積部８６、８８、
９０の一部である２つの硬貨集積部８８、９０にそれぞれ対応して設けられた２つの硬貨
収納部９３、９４とを備えている。
【００４０】
　硬貨投入部８０は硬貨ホッパとして構成されており、投入された硬貨を受け入れて１枚
ずつ繰り出すようになっている。また、硬貨識別部８２は磁気センサ等を有しており、硬
貨の真偽の区別の他、各硬貨の金種を識別するようになっている。また、硬貨搬送分類機
構８４は、硬貨制御部９８によって制御されるソレノイド付き選別部材を有する強制選別
機構によって構成されており、選別された硬貨を３つの硬貨集積部８６、８８、９０に分
類して搬送するようになっている。ここで、硬貨搬送分類機構８４は、振り分ける硬貨の
種別を任意に設定できるようになっている。
【００４１】
　第１の硬貨集積部８６は、リジェクト部として構成されており、リジェクト対象の硬貨
が集積されるようになっている。第１の硬貨集積部８６（リジェクト部）に集積された硬
貨は、常時外部から取り出し可能となっている。また、第２の硬貨集積部８８および第３
の硬貨集積部９０は、それぞれ入金一時保留部として構成されており、それぞれに１００
枚程度までの硬貨が集積されるようになっている。そして、有価媒体処理装置１の操作者
による承認の後には、入金一時保留部の枠体が移動されるようになっており、一時保留さ
れていた硬貨が対応する硬貨収納部９３、９４に送り込まれるようになっている。また、
有価媒体処理装置１の操作者によって非承認とされた後には、入金一時保留部の底板が退
避し、一時保留されていた硬貨が当該入金一時保留部の下方の硬貨返却箱９１、９２に送
り込まれ、当該硬貨返却箱９１、９２が筐体２外へ引き出されることにより硬貨が取り出
し可能となっている。
【００４２】
　２つの硬貨収納部９３、９４は、２つの硬貨集積部８８、９０に対応して設けられてお
り、硬貨を収納可能なカセットから構成されている。各硬貨カセットは、収納された硬貨
の回収条件（例えば、回収作業者の権限等）を個別に設定可能となっており、設定された
回収条件が満たされた場合にのみ有価媒体処理装置１の筐体２の外側へ取り出し可能とな
っている。
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【００４３】
　例えば、２つの硬貨収納部９３、９４の少なくとも一つに対して設定される回収条件は
、有価媒体処理装置１が設置される店舗（の操作者）が硬貨の回収を許可されているとい
う条件とされ、２つの硬貨収納部９３、９４の少なくとも他の一つに対して設定される回
収条件は、硬貨の回収業務を委託される警送会社が硬貨の回収を許可されているという条
件とされ得る。このように回収条件が設定されることにより、店舗自身による回収作業と
、警送会社による回収作業とを、それぞれ個別に設定して管理することが可能である。
【００４４】
　各硬貨収納部９３、９４への有価媒体処理装置１の筐体２の外側からのアクセスを制限
する構成として、図４および図５に示すように、公知のロック機構９５、９６、９７と、
これらのロック機構９５、９６、９７を制御するロック制御部６５とが用いられるように
なっている。前述のように、ロック制御部６５にはＩＣカードリーダ７１が接続されてお
り、店舗所属の操作者が所有するＩＣカードをＩＣカードリーダ７１が読み取ったときに
、店舗が硬貨の回収を許可されていると判断し、そのような回収条件が設定されている硬
貨収納部９３、９４に対するアクセスが解放される。具体的には、ロック機構９７による
ロックが解除されることにより下部ユニットが引き出し可能となり、さらにロック機構９
５、９６によるロックが解除されることにより、硬貨収納部９３、９４を筐体２の外部へ
取出し可能となる。一方、警送会社の収集担当者が所有するＩＣカードをＩＣカードリー
ダ７１が読み取ったときに、警送会社が硬貨の回収を許可されていると判断し、そのよう
な回収条件が設定されている硬貨収納部９３、９４に対するアクセスが解放される。具体
的には、ロック機構９７によるロックが解除されることにより下部ユニットが引き出し可
能となり、さらにロック機構９５、９６によるロックが解除されることにより、硬貨収納
部９３、９４を筐体２の外部へ取出し可能となる。そして、ロック機構９５、９６による
ロックが解除された状態で下部扉４を開くことにより、店舗所属の操作者あるいは警送会
社の収集担当者は、回収権限が設定された硬貨収納部９３、９４を筐体２の外部に取り出
すことができるようになる。
【００４５】
　以上のように、本実施の形態による有価媒体処理装置１では、ロック制御部６５は、５
つのロック機構６３、６４、９５、９６、９７を制御するようになっている。
【００４６】
　また、本実施の形態による有価媒体処理装置１には、識別された紙葉類ないし硬貨の各
集積部４１～４４ないし各硬貨集積部８６、８８、９０への分類条件（分類パターン）を
記憶しておく記憶部７４がターミナル７０内に設けられている。記憶部７４に記憶された
分類条件は、搬送分類機構３０による紙葉類の搬送ないし分類を制御するための紙葉類制
御部３６、および硬貨搬送分類機構８４による硬貨の搬送ないし分類を制御するための硬
貨制御部９８に適時に読み出されるようになっている。
【００４７】
　また、記憶部７４は、各紙葉類収納部５３、５４および各硬貨収納部９３、９４に対し
て設定される回収条件（例えば、回収作業者の権限等）も記憶するようになっており、各
紙葉類収納部５３、５４および各硬貨収納部９３、９４への有価媒体処理装置１の筐体２
の外側からのアクセスの制限／許容を判別して制御するためにロック制御部６５に適時に
読み出されるようになっている。
【００４８】
　また、記憶部７４は、識別部２０による紙葉類の識別のための詳細情報（例えば、識別
処理に用いる辞書データ等）を記憶しており、識別部２０に適時に読み出されるようにな
っている。
【００４９】
　また、本実施の形態による有価媒体処理装置１には、入金処理時の取引データや、締め
時／回収時等における集計データをプリントアウトするプリンタ装置７６が設けられてい
る。
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【００５０】
　さらに、本実施の形態による有価媒体処理装置１には、外部機器（具体的には、流通統
合ターミナル１２０）と通信可能であり、当該流通統合ターミナル１２０から識別情報や
分類条件（分類パターン）を取得したり、入金結果等を流通統合ターミナル１２０に送信
可能な通信インターフェース部７８が設けられている。
【００５１】
　図５に示すように、本実施の形態による流通統合ターミナル１２０は、ＣＰＵ等の制御
部１２２と、液晶ディスプレイからなるモニタ等の表示部１２４と、キーボードやマウス
等の操作部１２６と、ハードディスク等の記憶部１２８とを有するコンピュータ等からな
る。このような流通統合ターミナル１２０において、表示部１２４および操作部１２６が
別々に設けられる代わりに、表示部１２４および操作部１２６の両方の機能を有するタッ
チパネル等が用いられるようになっていてもよい。また、記憶部１２８は、コンピュータ
等に内蔵されるものに限定されることはなく、外付けのハードディスクやＵＳＢメモリ等
のコンピュータ等から取り外し可能なものが用いられてもよい。ここで、本実施の形態に
よる流通統合ターミナル１２０において、記憶部１２８は、商品券に付与される識別符号
（具体的には、商品券の券番号やバーコードの数字）の少なくとも一部と、商品券の種類
（具体的には、商品券の発行元と金額との組合せ）とを紐付けて記憶するようになってい
る。このような記憶部１２８における記憶内容の詳細については後述する。また、本実施
の形態による流通統合ターミナル１２０において、レーザープリンタ等のプリンタ装置１
３０がコンピュータ等（厳密には、制御部１２２）に接続されており、貨幣や商品券等の
情報をプリンタ装置１３０によりプリントアウトすることができるようになっている。
【００５２】
　次に、このような構成からなる有価媒体処理装置１による紙幣や硬貨、商品券等の有価
媒体の処理方法、具体的には有価媒体の入金方法について以下に説明する。なお、以下に
示すような有価媒体処理装置１の動作は、全体制御部７３が紙葉類制御部３６や硬貨制御
部９８を介して有価媒体処理装置１の各構成要素の制御を行うことにより行われるように
なっている。また、本実施の形態の有価媒体処理装置１による硬貨の入金処理方法につい
ては本発明の原理と直接的な関係がないためその説明を省略する。
【００５３】
　本実施の形態の有価媒体処理装置１による紙葉類の入金処理方法について図６に示すフ
ローチャートを用いて説明する。
【００５４】
　有価媒体処理装置１が待機状態となっているときに操作者が携帯するＩＣカードをＩＣ
カードリーダ７１により読み取らせると、操作者の特定または回収元であるレジカウンタ
ー１０４等の特定が行われる。操作者等の特定が行われた後、当該操作者が投入部１０に
紙葉類を投入すると（ＳＴＥＰ１の「ＹＥＳ」）、投入部１０から紙葉類が１枚ずつ有価
媒体処理装置１の機体内に繰り出され（ＳＴＥＰ２）、搬送分類機構３０により搬送され
る紙葉類は識別部２０により識別される（ＳＴＥＰ３）。ここで、識別部２０により識別
された紙葉類が商品券である場合には（ＳＴＥＰ４の「商品券」）、当該商品券の計数デ
ータ（種類別の入金枚数、合計金額等）がレジカウンター１０４毎に加算される（ＳＴＥ
Ｐ５）。また、識別部２０により識別された紙葉類が商品券である場合には、印刷部７５
により当該商品券に対して消し込みの印刷処理が行われる（ＳＴＥＰ６）。なお、識別部
２０により識別された商品券が有効期限切れ券、もぎり券、受け付け対象外券等であり印
刷対象外条件に一致する場合には、商品券に対して消し込みの印刷処理は行われない。ま
た、印刷部７５を通過した商品券は、記憶部７４に記憶された搬送収納先に係る情報に基
づいて、対応する集積部４１～４４へ振り分けられる（ＳＴＥＰ８）。例えば、識別部２
０により正常に識別された商品券は入金一時保留部としての第４の集積部４４に振り分け
られる。
【００５５】
　一方、識別部２０により識別された紙葉類が紙幣である場合には（ＳＴＥＰ４の「紙幣
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」）、当該紙幣の計数データ（金種別の入金枚数、合計金額等）がレジカウンター１０４
毎に加算される（ＳＴＥＰ７）。なお、識別部２０により識別された紙葉類の種類が紙幣
であるときには、印刷部７５により当該紙幣に対して消し込みの印刷処理は行われない。
また、識別部２０により識別された紙幣は、記憶部７４に記憶された搬送収納先に係る情
報に基づいて、対応する集積部４１～４４へ振り分けられる（ＳＴＥＰ８）。例えば、識
別部２０により正常に識別された紙幣は入金一時保留部としての第３の集積部４３に振り
分けられる。なお、識別部２０により識別された紙葉類が正常な紙幣や商品券ではないリ
ジェクト券である場合には（ＳＴＥＰ４の「リジェクト券」）、当該リジェクト券の計数
データは加算されることなく、また、印刷部７５により当該リジェクト券に対して消し込
みの印刷処理が行われることなく、リジェクト部としての集積部４１に送られるようにな
る（ＳＴＥＰ９）。
【００５６】
　投入部１０に紙葉類が残っている場合には（ＳＴＥＰ１０の「ＹＥＳ」）、図６のＳＴ
ＥＰ２～ＳＴＥＰ９に示す動作が繰り返し行われるようになる。一方、投入部１０に投入
された紙葉類が全て有価媒体処理装置１の機体内に繰り出された後（ＳＴＥＰ１０の「Ｎ
Ｏ」）、操作者によって操作表示部７２により承認入力が行われると（ＳＴＥＰ１１の「
ＹＥＳ」）、集積部４３、４４に一時保留されていた紙葉類が対応する紙葉類収納部５３
、５４に送り込まれて収納される（ＳＴＥＰ１２）。このことにより、例えば、識別部２
０により正常に識別された紙幣は紙葉類収納部５３に収納され、また、識別部２０により
正常に識別された商品券は紙葉類収納部５４に収納される。一方、操作者によって操作表
示部７２により承認入力が行われず代わりに返却入力が行われると（ＳＴＥＰ１１の「Ｎ
Ｏ」）、各集積部４３、４４に一時保留されていた紙葉類を有価媒体処理装置１の前方か
ら取り出し可能となる（ＳＴＥＰ１３）。このようにして、有価媒体処理装置１における
一連の紙葉類の入金処理が完了する。
【００５７】
　また、本実施の形態による有価媒体処理装置１において、汚れや破れが原因で識別部２
０により正常に識別されなかった紙幣や商品券は、リジェクト部として機能する第１の集
積部４１から有価媒体処理装置１の筐体２の外部に排出される。その場合、有価媒体処理
装置１で入金処理を行った入金担当者とは別の担当者が、有価媒体処理装置１から排出さ
れた紙幣や商品券を入金室１１０から出納室１１２に運搬する。そして、出納室１１２の
係員は、入金室１１０から出納室１１２に運搬された紙幣や商品券の情報を、流通統合タ
ーミナル１２０を使って入力する。ここで、本実施の形態では、流通統合ターミナル１２
０は、商品券のデータを処理する商品券データ処理機として機能するようになっている。
流通統合ターミナル１２０により商品券の情報を入力する方法について以下に説明する。
なお、流通統合ターミナル１２０により紙幣の情報を入力する方法については本発明の原
理と直接的な関係がないためその説明を省略する。
【００５８】
　図７は、本実施の形態による流通統合ターミナル１２０において商品券の情報を入力す
る際にモニタ等の表示部１２４に表示される画面の一例を示す図である。図７に示すよう
に、流通統合ターミナル１２０において商品券の情報を入力する際に表示部１２４に表示
される画面において、商品券の識別符号（具体的には、券番号やバーコードの数字）を入
力する券番号入力欄１２４ａが表示されており、操作者（具体的には、出納室１１２の係
員）はキーボードやマウス等の操作部１２６によって商品券の識別符号としての券番号等
をこの券番号入力欄１２４ａに入力する。以下の説明では、商品券の識別符号として券番
号が券番号入力欄１２４ａに入力される場合について述べるが、商品券の識別符号として
券番号以外のもの（例えば、商品券のバーコードの数字等）が入力された場合でも同様の
処理が行われる。
【００５９】
　制御部１２２は、券番号入力欄１２４ａに入力された商品券の券番号と、記憶部１２８
に記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する。具体的には
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、上述したように、記憶部１２８は、商品券に付与される券番号の少なくとも一部と、商
品券の種類とを紐付けて記憶するようになっている。そして、制御部１２２は、券番号入
力欄１２４ａに入力された商品券の複数桁の券番号のうち商品券の種類の特定に用いられ
る１または複数の桁の券番号を抽出し、抽出された桁の券番号を用いて商品券の種類（具
体的には、商品券の発行元と金額との組合せ）に関する情報を検索する。例えば、図７に
示すように、券番号入力欄１２４ａに入力された商品券の２０桁の券番号のうち下３桁の
券番号（図７に示す例では、「８９０」という数字）が商品券の種類の特定用に用いられ
るようになっている。また、記憶部１２８には、商品券に付与される２０桁の券番号のう
ち下３桁の券番号と、商品券の種類とを紐付けて記憶するようになっている。このように
、制御部１２２は、券番号入力欄１２４ａに入力された商品券の券番号のうち商品券の種
類の特定に用いられる１または複数の桁の券番号と、記憶部１２８に記憶されている情報
とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する。また、制御部１２２は、検索結果
を出力し、出力された検索結果を表示部１２４に表示される。制御部１２２により出力さ
れて表示部１２４に表示された検索結果を図７において参照符号１２４ｂで示す。
【００６０】
　このように、本実施の形態による流通統合ターミナル１２０では、操作部１２６は、商
品券に付与される識別符号としての券番号を入力するための入力手段として機能し、制御
部１２２は、入力手段により入力された商品券の券番号と、記憶部１２８に記憶されてい
る情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する検索手段として機能するよう
になっている。また、制御部１２２は、検索手段による検索結果を出力する出力手段とし
ても機能するようになっている。
【００６１】
　なお、図７では、検索結果として２つの種類の商品券が表示部１２４に示されている。
このように、制御部１２２による検索結果が複数存在する場合には、当該制御部１２２は
全ての検索結果を一度に出力し、出力された検索結果を全て表示部１２４に表示させる。
そして、操作者は検索結果として表示部１２４に表示される２つの種類の商品券のうちい
ずれか一方の商品券を選択する。このことにより、表示部１２４における「今回追加券」
の欄（図７において参照符号１２４ｃで表示）に、選択された商品券の種類および券番号
が追加される。このように、本実施の形態による流通統合ターミナル１２０では、制御部
１２２による検索結果が複数存在する場合には、全ての検索結果を一度に出力し、出力さ
れた複数の検索結果のうちある一つの検索結果を選択可能となっている。なお、制御部１
２２による検索結果が１つしか存在しない場合には、この検索結果に係る商品券の種類お
よび券番号が表示部１２４における「今回追加券」の欄に直接的に追加されるようになっ
ていてもよい。
【００６２】
　また、操作者がキーボードやマウス等の操作部１２６によって商品券の識別符号として
の券番号をこの券番号入力欄１２４ａに入力したときに、制御部１２２による検索におい
てこの券番号入力欄１２４ａに入力された券番号に該当する商品券の種類が存在しない場
合には、入力された券番号に該当する商品券の種類が存在しない旨のメッセージが表示部
１２４に表示される。この際に、入力された券番号を再確認することを操作者に促す旨の
メッセージが表示部１２４に表示されてもよい。また、券番号入力欄１２４ａに入力され
た券番号に該当する商品券の種類が存在しない場合に、操作者が操作部１２６によって商
品券の種類（具体的には、商品券の発行元および金額の組合せ）を手入力することができ
るようになっていてもよい。
【００６３】
　そして、有価媒体処理装置１の筐体２の外部に排出され、入金室１１０から出納室１１
２に運搬された商品券の情報が全て流通統合ターミナル１２０に入力されると、操作者は
表示部１２４に表示される画面における「確定」ボタン（図７において参照符号１２４ｄ
で表示）を押す。このことにより、流通統合ターミナル１２０に入力された商品券の情報
（具体的には、図７において参照符号１２４ｃで表示される「今回追加券」の欄の情報）
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が確定する。その後、流通統合ターミナル１２０により管理される商品券の情報が上位サ
ーバ１４０に送信される。
【００６４】
　なお、流通統合ターミナル１２０により商品券の情報を入力する方法は上記の態様のも
のに限定されることはない。本実施の形態による流通統合ターミナル１２０において商品
券の情報を入力する際にモニタ等の表示部１２４に表示される画面の他の例を図８に示す
。なお、図８に示すような表示部１２４の表示画面において、図７に示す表示部１２４の
表示画面と同じ表示部分については同じ参照符号を付けてその説明を省略する。
【００６５】
　図８に示すような表示部１２４の表示画面において、制御部１２２による検索結果を表
示する箇所（図８において参照符号１２４ｂで表示）の近傍には、複数の検索結果が表示
部１２４に表示されているときにこれらの複数の検索結果の表示順をソートするソート内
容の選択欄（図８において参照符号１２４ｅで表示）が設けられている。このような選択
欄によりソート内容を選択することによって、複数の検索結果の表示順をソートすること
ができるようになる。
【００６６】
　また、図８に示すような表示部１２４の表示画面において、制御部１２２による検索結
果を表示する箇所（図８において参照符号１２４ｂで表示）の右側には、制御部１２２に
よる検索結果に係る商品券の種類に対応する商品券の画像も表示されるようになっている
（図８において参照符号１２４ｆで表示）。具体的には、記憶部１２８は、商品券に付与
される識別符号（具体的には、商品券の券番号）の少なくとも一部と、商品券の種類（具
体的には、商品券の発行元と金額との組合せ）および当該種類の商品券の画像とを紐付け
て記憶するようになっている。そして、制御部１２２は、検索結果を出力する際に、この
検索結果に係る商品券の種類に対応する商品券の画像に係る情報も出力し、出力された商
品券の画像を表示部１２４に表示させる。このことにより、操作者は表示部１２４に表示
される商品券の画像と手入力しようとする商品券（実物）とを見比べることによって当該
商品券の種類をより明確に判別することができるようになる。なお、制御部１２２により
複数の検索結果が出力される場合には、複数の検索結果に係る商品券の種類のうちある一
つの商品券の種類に対応する画像が表示部１２４に表示される。そして、図８において参
照符号１２４ｂで示されるような、表示部１２４に表示される複数の検索結果のうち別の
検索結果にカーソルを当てると、表示部１２４に表示される商品券の画像がこのカーソル
が当てられた検索結果に係る商品券の種類に対応する画像に切り替わるようになる。
【００６７】
　また、本実施の形態では、制御部１２２により出力される検索結果が複数存在する場合
に、これらの複数の検索結果が全て表示部１２４に一度に表示される代わりに、各々の検
索結果が交互に表示部１２４に表示されるようになっていてもよい。具体的には、制御部
１２２は、検索結果が複数存在する場合には、全ての検索結果を交互に出力し、表示部１
２４には、制御部１２２により出力された各々の検索結果が交互に表示されるようになる
。この場合でも、制御部１２２により出力された複数の検索結果のうちある一つの検索結
果を選択可能となっている。
【００６８】
　また、上述したように、本実施の形態では、有価媒体処理装置１から紙幣や商品券の情
報が流通統合ターミナル１２０に送信されるようになっている。具体的には、識別部２０
による紙幣や商品券の識別結果が流通統合ターミナル１２０に送信されるようになってい
る。この場合には、流通統合ターミナル１２０は、一の取引において、制御部１２２によ
る検索結果が複数存在する場合において全ての検索結果を出力する際に、有価媒体処理装
置１から送信された商品券の識別結果に係る商品券の種類が検索結果に含まれるときには
この商品券の種類を優先して出力するようになっている。より詳細には、制御部１２２に
より出力される複数の検索結果が全て表示部１２４に一度に表示される場合には、有価媒
体処理装置１から送信された商品券の識別結果に係る商品券の種類が検索結果に含まれる
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ときにはこの商品券の種類が検索結果の表示欄における一番上に表示されるようになる。
また、制御部１２２により出力される複数の検索結果が表示部１２４に交互に表示される
場合には、有価媒体処理装置１から送信された商品券の識別結果に係る商品券の種類が検
索結果に含まれるときにはこの商品券の種類が最初に表示されるようになる。
【００６９】
　このように、本実施の形態では、制御部１２２は、商品券の識別を行う識別部２０によ
る商品券の識別結果を受け付ける識別結果受付手段としても機能するようになっており、
一の取引において、制御部１２２による検索結果が複数存在する場合において全ての検索
結果を出力する際に、識別結果受付手段により受け付けられた商品券の識別結果に係る商
品券の種類が検索結果に含まれるときにはこの商品券の種類を優先して出力するようにな
っている。ここで、一般的に有価媒体処理装置１において商品券の入金処理を行う際には
概ね同じ種類の商品券が投入部１０に投入される場合が多く、識別部２０により正常に識
別された商品券の種類と、リジェクト部としての第１の集積部４１から有価媒体処理装置
１の筐体２の外部に排出されるリジェクト券としての商品券の種類とが同じである蓋然性
が高いため、有価媒体処理装置１の識別部２０により正常に識別された商品券の種類を参
照することにより、流通統合ターミナル１２０において表示部１２４に表示される複数の
検索結果のうちある一つの検索結果を選択する際の作業性を向上させることができるよう
になる。
【００７０】
　以上のような構成からなる本実施の形態の流通統合ターミナル１２０（商品券データ処
理機）およびこのような流通統合ターミナル１２０による商品券データ処理方法によれば
、商品券に付与される識別符号（具体的には、券番号やバーコードの数字）を入力するた
めの入力手段（具体的には、操作部１２６）と、商品券に付与される識別符号の少なくと
も一部と、商品券の種類とを紐付けて記憶する記憶部１２８と、入力手段により入力され
た商品券の識別符号と、記憶部１２８に記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類
に関する情報を検索する検索手段（具体的には、制御部１２２）と、検索手段による検索
結果を出力する出力手段（具体的には、制御部１２２）とがそれぞれ設けられている。こ
のことにより、操作者により入力された商品券の識別符号と、記憶部１２８に記憶されて
いる情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索し、検索結果を出力することが
できるため、商品券の情報の入力作業における作業性を向上させるとともに商品券の種類
の選択ミスが生じることを防止することができる。
【００７１】
　より詳細に説明すると、従来技術の商品券データ処理機では、まず、操作者は商品券の
種類（具体的には、商品券の発行元や金額等の組合せ）を目視にて確認し、モニタ等の表
示部に表示される商品券の様々な種類のリストの中から適切な商品券の種類を選択し、そ
の後、商品券の券番号をテンキー等により手入力するようになっていた。しかしながら、
このような商品券の券番号の入力方法では、表示部に表示される商品券の様々な種類のリ
ストとして数百種類もの商品券が登録されていることがあるため、その中から適切な商品
券の種類を選択するのは面倒であるとともに選択ミスが生じるおそれがあった。また、操
作者が誤った商品券を選択してしまうと、商品券データ処理機に入力された商品券の情報
と商品券の現物とが一致しなくなってしまい、商品券の確認作業や入力された情報の修正
作業が必要となるため時間がかかるという問題があった。これに対し、本実施の形態によ
る流通統合ターミナル１２０では、表示部に表示される商品券の様々な種類のリストの中
から適切な商品券の種類を選択するという動作を省略することができ、商品券の識別符号
（具体的には、商品券の券番号等）を入力するだけで適切な商品券の種類が検索されるた
め、商品券の情報の入力作業における作業性を向上させるとともに商品券の種類の選択ミ
スが生じることを防止することができるようになる。
【００７２】
　また、本実施の形態の流通統合ターミナル１２０においては、上述したように、出力手
段として機能する制御部１２２により出力された検索結果を表示する表示部１２４が設け
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られている。この場合には、検索結果を表示部１２４に表示させることにより操作者は検
索結果を目視にて確認することができるようになる。
【００７３】
　また、本実施の形態の流通統合ターミナル１２０においては、上述したように、検索手
段として機能する制御部１２２は、入力手段として機能する操作部１２６により入力され
た商品券の複数桁の識別符号のうち商品券の種類の特定に用いられる１または複数の桁の
識別符号を抽出し、抽出された桁の識別符号を用いて商品券の種類に関する情報を検索す
るようになっている。
【００７４】
　また、本実施の形態の流通統合ターミナル１２０においては、上述したように、検索手
段として機能する制御部１２２による検索結果が複数存在する場合には、当該制御部１２
２は全ての検索結果を一度にまたは交互に出力し、制御部１２２により出力された複数の
検索結果のうちある一つの検索結果を選択可能となっている。また、制御部１２２は、商
品券の識別を行う識別部２０による商品券の識別結果を受け付ける識別結果受付手段とし
ても機能するようになっており、一の取引において、制御部１２２による検索結果が複数
存在する場合において全ての検索結果を出力する際に、識別結果受付手段により受け付け
られた商品券の識別結果に係る商品券の種類が検索結果に含まれるときにはこの商品券の
種類を優先して出力するようになっている。ここで、上述したように、一般的に有価媒体
処理装置１において商品券の入金処理を行う際には概ね同じ種類の商品券が投入部１０に
投入される場合が多く、識別部２０により正常に識別された商品券の種類と、リジェクト
部としての第１の集積部４１から有価媒体処理装置１の筐体２の外部に排出される商品券
の種類とが同じである蓋然性が高いため、有価媒体処理装置１の識別部２０により正常に
識別された商品券の種類を参照することにより、流通統合ターミナル１２０において表示
部１２４に表示される複数の検索結果のうちある一つの検索結果を選択する際の作業性を
向上させることができるようになる。
【００７５】
　また、本実施の形態の流通統合ターミナル１２０においては、上述したように、出力手
段として機能する制御部１２２は、検索結果を出力する際に、この検索結果に係る商品券
の種類に対応する商品券の画像に係る情報も出力するようになっている。この場合には、
操作者は表示部１２４に表示される商品券の画像と手入力しようとする商品券（実物）と
を見比べることによって当該商品券の種類をより明確に判別することができるようになる
。
【００７６】
　また、本実施の形態では、商品券データ処理機としての流通統合ターミナル１２０は、
検索手段および出力手段として機能する制御部１２２、出力手段としての制御部１２２に
より出力された検索結果を表示する表示部１２４、ならびに入力手段として機能する操作
部１２６を有するコンピュータを含んでいる。
【００７７】
　なお、本実施の形態による商品券データ処理機やこのような商品券データ処理機による
商品券データ処理方法は、上述したような態様に限定されることはなく、様々な変更を加
えることができる。
【００７８】
　例えば、流通統合ターミナル１２０が本実施の形態による商品券データ処理機として用
いられる代わりに、有価媒体処理装置１が本実施の形態による商品券データ処理機として
用いられるようになっていてもよい。有価媒体処理装置１が商品券データ処理機として用
いられる場合の当該有価媒体処理装置１による紙葉類の入金処理方法について以下に説明
する。
【００７９】
　まず、操作者は売場領域１０１（フロント領域）のレジカウンター１０４から回収され
た紙幣や商品券を有価媒体処理装置１の投入部１０に投入し、当該有価媒体処理装置１に
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おいて図６のフローチャートに示すような入金処理を行わせる。その後、操作者はリジェ
クト部としての第１の集積部４１に送られたリジェクト券としての商品券や紙幣を取り出
し、取り出された商品券や紙幣の情報を有価媒体処理装置１の操作表示部７２で手入力し
た後、これらの商品券や紙幣を有価媒体処理装置１に強制入金させる。ここで、リジェク
ト部としての第１の集積部４１から取り出されたリジェクト券としての紙幣の処理方法に
ついては本発明の原理と直接的な関係がないため説明を省略する。リジェクト部としての
第１の集積部４１から取り出されたリジェクト券としての商品券の処理方法について以下
に説明する。
【００８０】
　操作者は、リジェクト部としての第１の集積部４１から取り出されたリジェクト券とし
ての商品券の情報を有価媒体処理装置１の操作表示部７２で手入力する。具体的には、リ
ジェクト券の手入力を行う旨のメニューを選択すると、有価媒体処理装置１の操作表示部
７２には、図７や図８に示すような流通統合ターミナル１２０の表示部１２４における表
示画面と同様の表示画面が表示される。そして、有価媒体処理装置１の操作表示部７２で
商品券の情報を手入力する方法は、上述したような流通統合ターミナル１２０で商品券の
情報を手入力する方法と略同一となっている。すなわち、記憶部７４には、商品券に付与
される識別符号（具体的には、券番号やバーコードの数字）の少なくとも一部と、商品券
の種類とが紐付けて記憶されるようになっている。そして、操作者が操作表示部７２にお
いて商品券の識別符号として例えば券番号を入力すると、全体制御部７３は、操作表示部
７２により入力された商品券の複数桁の券番号のうち商品券の種類の特定に用いられる１
または複数の桁の券番号を抽出し、記憶部７４に記憶されている情報に基づいて、抽出さ
れた桁の券番号を用いて商品券の種類（具体的には、商品券の発行元と金額との組合せ）
に関する情報を検索する。また、全体制御部７３は、検索結果を出力し、出力された検索
結果を操作表示部７２に表示される。このように、有価媒体処理装置１が商品券データ処
理機として機能する場合には、操作表示部７２は、商品券に付与される識別符号を入力す
るための入力手段として機能し、全体制御部７３は、入力手段により入力された商品券の
識別符号と、記憶部７４に記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報
を検索する検索手段として機能するようになっている。また、全体制御部７３は、検索手
段による検索結果を出力する出力手段としても機能するようになっている。
【００８１】
　また、全体制御部７３による検索結果が複数存在する場合には、当該全体制御部７３は
全ての検索結果を一度にまたは交互に出力し、出力された検索結果を一度にまたは交互に
操作表示部７２に表示させる。この際に、全体制御部７３は、検索結果を出力する際に、
この検索結果に係る商品券の種類に対応する商品券の画像に係る情報も出力し、出力され
た商品券の画像を操作表示部７２に表示させるようになっていてもよい。そして、操作者
は検索結果として操作表示部７２に表示される複数の種類の商品券のうちいずれかの商品
券を選択する。
【００８２】
　リジェクト部としての第１の集積部４１から取り出されたリジェクト券としての商品券
の情報が全て有価媒体処理装置１に入力されると、操作者は操作表示部７２に表示される
画面における「確定」ボタンを押す。このことにより、リジェクト券としての商品券の情
報が確定する。その後、操作者はリジェクト券としての商品券を有価媒体処理装置１に強
制入金させる。このような有価媒体処理装置１における商品券の強制入金処理では、識別
部２０により商品券の識別は行われず、当該識別部２０により単に商品券の枚数の計数の
みが行われる。また、有価媒体処理装置１に強制入金された商品券は例えば第４の集積部
４４に送られ、操作表示部７２に表示される「確定」ボタンが押下されるとこの商品券は
第４の集積部４４から紙葉類収納部５４に送られる。このことにより、紙葉類収納部５４
には、識別部２０により正常に識別された商品券およびリジェクト券としての商品券が混
合状態で収納されるようになる。あるいは、有価媒体処理装置１において、識別部２０に
より正常に識別された商品券およびリジェクト券としての商品券が互いに異なる集積部４
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１～４４や紙葉類収納部５３、５４に収納されるようになっていてもよい。また、有価媒
体処理装置１における商品券の強制入金処理が完了すると、識別部２０による商品券の計
数結果（すなわち、識別部２０により計数された商品券の枚数）と、操作表示部７２によ
り手入力された商品券の枚数とが比較され、両者の枚数が異なっている場合には操作表示
部７２に警告メッセージ等が表示される。なお、有価媒体処理装置１に強制入金されたリ
ジェクト券としての商品券の情報は、レジカウンター１０４別の入金データには反映され
ない。
【００８３】
　このように、有価媒体処理装置１が本発明に係る商品券データ処理機として機能する場
合には、操作表示部７２が、商品券に付与される識別符号（具体的には、券番号やバーコ
ードの数字）を入力するための入力手段として機能し、また、記憶部７４が、商品券に付
与される識別符号の少なくとも一部と、商品券の種類とを紐付けて記憶するようになる。
また、全体制御部７３は、入力手段により入力された商品券の識別符号と、記憶部７４に
記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索する検索手段、およ
びこのような検索手段による検索結果を出力する出力手段として機能するようになる。こ
のような有価媒体処理装置１によれば、操作者により入力された商品券の識別符号と、記
憶部７４に記憶されている情報とに基づいて、商品券の種類に関する情報を検索し、検索
結果を出力することができるため、商品券の情報の入力作業における作業性を向上させる
とともに商品券の種類の選択ミスが生じることを防止することができる。また、上記のよ
うな流通統合ターミナル１２０が本発明に係る商品券データ処理機として用いられる場合
の様々な技術的特徴を、有価媒体処理装置１が本発明に係る商品券データ処理機として用
いられる場合に適用することができるようになっている。
【００８４】
　なお、上記の説明では、紙幣および商品券の入金処理を行うことができる有価媒体処理
装置１が本発明に係る商品券データ処理機として用いられる場合について述べたが、更に
他の例として、商品券のみの入金処理を行う商品券入金機や、商品券のみの入金処理およ
び出金処理を行う商品券入出金機を本発明に係る商品券データ処理機として用いてもよい
。
【００８５】
　また、流通統合ターミナル１２０や有価媒体処理装置１等が商品券データ処理機として
機能する場合、このような商品券データ処理機に入力される商品券の識別符号としてバー
コードの数字が用いられるときには、このようなバーコードの数字を手入力する代わりに
、商品券データ処理機に設けられたバーコードリーダによりバーコードの数字を読み取る
ようになっていてもよい。
【符号の説明】
【００８６】
１　　　　有価媒体処理装置
２　　　　筐体
４　　　　下部扉
６　　　　返却扉
８　　　　回動部
１０　　　投入部
２０　　　識別部
３０　　　搬送分類機構
３１、３２、３３　切換機構
３５　　　搬送ベルト機構
３６　　　紙葉類制御部
４１　　　第１の集積部
４２　　　第２の集積部
４２ｓ　　シャッタ
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４３　　　第３の集積部
４４　　　第４の集積部
５３、５４　紙葉類収納部
６３、６４　ロック機構
６５　　　ロック制御部
７０　　　ターミナル
７１　　　ＩＣカードリーダ
７２　　　操作表示部
７３　　　全体制御部
７４　　　記憶部
７５　　　印刷部
７６　　　プリンタ装置
７８　　　通信インターフェース部
８０　　　硬貨投入部
８２　　　硬貨識別部
８４　　　硬貨搬送分類機構
８６　　　第１の硬貨集積部
８８　　　第２の硬貨集積部
９０　　　第３の硬貨集積部
９１、９２　硬貨返却箱
９３、９４　硬貨収納部
９５、９６、９７　ロック機構
９８　　　硬貨制御部
１００　　商業施設
１０１　　売場領域
１０２　　商品棚
１０４　　レジカウンター
１０６　　貨幣釣銭機
１１０　　入金室
１１２　　出納室
１２０　　流通統合ターミナル
１２２　　制御部
１２４　　表示部
１２６　　操作部
１２８　　記憶部
１３０　　プリンタ装置
１４０　　上位サーバ
１５０　　テナント
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